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Ⅰ．はじめに
中国における知的財産権侵害紛争の解決に向けて

権利者が採り得る主な法的手段としては、大きく分
けて、「裁判所における侵害訴訟」（司法ルート）と「行
政機関による行政処理」（行政ルート）がある。この
ように、権利侵害紛争の解決手段として「司法ルー
ト」と「行政ルート」の２つが認められていること
を「双軌制」という。これに対し、日本法では、知

的財産権侵害紛争の解決手段としての行政機関への
行政処理申立という制度は採られていない。中国に
おいて行政機関への行政処理申立という制度が採ら
れていることは、中国知的財産法の最大の特徴であ
るといえる。近時、中国では、「行政ルート」に関
する法制度が整備され、実際にも「行政ルート」の
利用件数の方が多くなっている。その理由としては、

「行政ルート」は、「司法ルート」と比べて、一般的
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